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令和６年度定期監査および随時監査の結果報告書の提出について 
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令和６年度 定期監査結果報告書 

 

第 1 監査の種類  定期監査 

 

第２ 監査の対象 

《総務部》 

行政管理課、職員課、デジタル推進課、施設管理課、税務課、収納課 

《政策経営部》 

総合政策課、秘書広聴課、総合交通課、財務管理課 

《市民生活部》 

市民主役推進課、市民窓口課、ダイバーシティ推進・相談課、防災危機管理課、 

環境政策課 

《健康福祉部》 

社会福祉課、福祉総合相談室、長寿福祉課、こどもまんなか課、保育・幼児教育課、 

健康づくり課、国保年金課 

《産業環境部》 

商工観光課、農林政策課、 

《都市整備部》 

土木課、都市計画課、公園住宅課、上下水道課 

《教育委員会事務局》 

教育政策課、学校教育課、生涯学習課、文化課、スポーツ課、文化の館 

《その他》 

会計課、議会事務局、監査委員事務局 

以上 ３３課、１室、２事務局、１施設 

 

 

第３ 監査の期間  令和６年４月１８日～令和７年２月３日 

 

第４ 監査の内容 

鯖江市監査基準に基づき、令和５年度に執行された事務事業が関係法令等およびの定

めるところに従って適正に執行されていたか、また、経済的・効率的・有効的に執行さ

れていたかについて実施した。 

 

第５ 監査の方法および着眼点 

監査の実施にあたっては、あらかじめ監査資料の提出を求め、諸帳簿等について調査

するとともに、関係職員から説明を聴取するなどの方法により、事務の管理、執行等に

ついて、法令に適合し、正確であるかという観点で行い、また、経済的、効率的かつ効

果的に行われているかという点にも着目して実施した。 

 

第６ 監査の結果 

関係法令等に準拠し、監査の範囲において、おおむね適正に執行されているものと認

められた。 

しかしながら、事務の一部について改善や検討を要する事項が見受けられたので文書

での指導を行った。定期監査（令和 5 年度執行分）結果指導事項は、別表 1 のとおり

で、その主な内容は、次のとおりである。 
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① 契約書類の不備 

契約書において、誤記や添付書類誤りが見受けられた。契約書類の誤りは契約

相手方との信頼関係を損なうことにもなりかねないことから、緊張感をもって適正

に事務を執行されたい。 

② 補助金交付要綱の不備 

交付期間が複数年度に渡る補助金で交付基準や交付手続きを定めた補助金交付

要綱等がないもの、補助対象者や補助対象経費が補助金交付要綱に基づくものにな

っておらず、要綱の改正等が必要なものが見受けられた。補助金を適正に審査、交

付するため、交付要綱の作成や変更は確実に行われたい。 

③ 前年度口頭指導事項の未対応 

前年度に口頭での指導を行った部署において、同じ誤りが見受けられたため、

文書での指導を行った。口頭指導事項についても部署内での情報の共有を徹底し、

再発防に努められたい。 

 

なお、上記の改善や検討を要する事項のほか、単純な誤りや適正さに欠ける会計事

務処理が散見され、口頭で指導した。その主な内容は、次のとおりである。 

① 契約事務の不備（改正前の条項・約款を契約書に記載・添付） 

「鯖江市個人情報保護条例」は廃止され、令和 5 年 4 月以降「鯖江市個人情報

の保護に関する法律施行条例」が施行されているが、契約書添付の個人情報取扱

特記事項に「鯖江市個人情報保護条例」の記載が各課に散見された。また、令和

５年４月に「工事請負契約約款」が改正されたが、改正前のものを添付している

契約書が各課で散見された。改正等があった場合には、部署内で共有するととも

に契約書類作成時の注意を喚起されたい。 

② 補助金等の内容精査不足・業務委託の履行確認不足 

補助金や業務委託において、依然として実績報告書等の精査不足・確認不足が見

受けられる。また、当初の内容と実績報告の内容に相違があるにもかかわらず、変

更申請・契約や協議記録などがなく、支出額の積算に疑義が生じかねないものも見

受けられた。実績報告書を慎重に精査確認するとともに、内容に変更がある場合に

は適正な事務処理を行われたい。 

③ 事務ミス（日付の誤り、決裁区分誤り、遅延等） 

調定、負担行為、検収、精算など各課で日常的に行われる事務処理において、遅

延、日付の誤り、決裁区分誤り、起票者と検収者が同一などの事務ミスが散見され

る。同様の事案を繰り返すことは、財務事務の根本的な知識の欠如が疑われ、軽微

な事項でもその常態化は重大な事案につながり大きなリスクとなりかねない。通知

や研修会を継続して行い、再発防止に努められたい。。 

 

第７ 意見 

定期監査に際し、上記の財務に関する事務の執行のほか、職員の配置、新規事業の

実績、収入未済、複数年契約、公有財産の取得・処分、基金運用、備品の取得・処分、

車両管理などについても各所管課から状況を聴取し、一部検討を要する事項等につい

ては関係課長に口頭で意見や助言を行った。 

改善や検討を要する事項を検証し、適正な財務事務の執行、効果的な事業の実施、

安全安心な施設の管理運営を継続することにより、行財政の公正性・透明性の確保と

さらなる市民サービスの向上につながることを期待する。 
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令和６年度 随時監査結果報告書 

 

【出先機関現況調査】 

 

第 1 監査の種類  随時監査（出先機関現況調査） 

 

第２ 監査対象   (１)せきいんこども園 〔所管課〕健康福祉部保育・幼児教育課 

(２)しんとくこども園 〔所管課〕健康福祉部保育・幼児教育課 

(３)西山動物園  〔所管課〕都市整備部公園住宅課 

 

第３ 事前調査期間 令和７年１月２９日～令和７年２月１３日 

 

第４ 監査期日   令和７年２月１３日（木） 

 

第５ 監査の方法および着眼点 

あらかじめ提出を求めた監査資料と現地調査により、関係職員から説明を聴取するな

どの方法により実施した。 

監査の実施にあたっては、施設の運営状況、現金の取扱いおよび保管状況、施設の維

持管理状況、備品管理状況、施設の安全管理状況について着目し、適正であるかという

観点で実施した。 

 

第６ 監査の結果 

施設の管理および現金取扱い状況等については、監査した範囲において、一部改善事

項を除き、概ね適正に執行されていると認められた。 

なお、指導事項等については次のとおりである。 

 

〔せきいんこども園〕 

(１)指摘事項  なし 

(２)改善事項 

①備品管理について 

「保護者と先生の会」で購入した備品を市の予算で修繕するなど、会計

処理および備品管理が適正におこなわれていない。「保護者と先生の会」で

購入した備品について、市で購入した備品と明確に区別して維持管理でき

るよう備品台帳を整備するなど、適切な管理に努められたい。 

(３)意  見 

①こども園におけるマニュアルおよび規定の統一化について 

各こども園において、危機管理マニュアルや「保護者と先生の会」の会

計処理（慶弔費、基金など）に違いが見られる。職員への周知や人事異動

での対応を確実に行うため、共通する事項については統一されたルールの

もとでマニュアルや規定を整備することを検討されたい。 

②園児による玄関扉の鍵開け事案による対応について 

園児が玄関扉の施錠を外し、玄関外へ出るという事案発生している。扉

の構造的な不具合によるもので、追加で鍵を設置する対応をしているが、

さらに施錠できる門扉を設置する等のハード面の対策や、職員による安全

管理マニュアルの運用や施錠確認体制等の人的対応についても徹底してい
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ただきたい。また、他施設においても施設の設備状況を点検し、安全対策

および事故防止に努められたい。 

 

〔しんとくこども園〕 

(１)指摘事項  なし 

(２)改善事項 

①備品管理について 

「保護者と先生の会」で購入した備品について、市で購入した備品と明

確に区別して維持管理できるよう備品台帳を整備するなど、適切な管理に

努められたい。 

(３)意  見 

①こども園におけるマニュアルおよび規定の統一化について 

各こども園において、危機管理マニュアルや「保護者と先生の会」の会

計処理（慶弔費、基金など）に違いが見られる。職員への周知や人事異動

での対応を確実に行うため、共通する事項については統一されたルールの

もとでマニュアルや規定を整備することを検討されたい。 

 

〔西山動物園〕 

(１)指摘事項  なし 

(２)改善事項 

①安全管理について 

事故発生時や感染症発生時の対応について、利用者・職員用マニュアル

を作成されたい。また、西山公園全体の対応マニュアルに「西山動物園は、

西山動物園の基準に基づき事故・災害等に対応する」とあるので災害発生

時の対応基準を定めること。なお、その際には災害時における他動物園と

の連携についても考慮されたい。 

②施設維持管理の記録について 

飼育施設の確認状況については飼育日誌に記録しているが、水道・ガ

ス・火元・施錠等の日常点検など飼育施設以外の維持管理の記録がない。

点検簿または日誌等で記録し、適切な施設の維持管理に努められたい。 

③公園美化協力金について 

公園美化協力金について、協力箱から現金を取り出し保管する際には、

複数人で確認後、現金出納帳に記録し、施錠できる保管庫で保管・管理す

るよう公金管理マニュアルの見直しをされたい。 

④ＡＥＤの更新について 

現在設置されているＡＥＤは平成２８年に購入したもので、すでに９年

が経過しており、メーカーが推奨する耐用年数を過ぎている。いざという

時に問題なく使用出来るように本体の状態を確認し、更新を検討されたい。 
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【工事監査】 

 

第 1 監査の種類  随時監査（工事監査） 

 

第２ 監査対象   ・東公園陸上競技場スタンド改修工事（建築工事） 

・東公園陸上競技場スタンド改修工事（電気設備工事） 

・東公園陸上競技場スタンド改修工事（給排水衛生・機械設備工事） 

・東公園陸上競技場インフィールド芝改修工事 

〔所管課〕教育委員会スポーツ課 

 

第３ 事前調査期間 令和６年９月６日～令和６年９月２０日 

 

第４ 監査期日   令和６年９月２０日（金） 

 

第５ 監査場所   監査委員事務局 および 東公園陸上競技場 

 

第６ 監査の方法および着眼点 

令和６年度施工中の工事から対象工事を抽出し、設計・施工状況等が適切かつ効率的

に執行されているかどうかという観点で、関係書類を審査するとともに工事現場の実地

調査を行った。 

 

第７ 監査の講評 

事前に行った書類審査については、計画・設計・積算・入札等の契約手続き、関係者

との協議、関係機関への届出、施工管理体制などに関して概ね適正であると認められた。 

なお、留意すべき軽微な事務処理上の事項について、口頭にて改善を促した。 

実地調査については、工事看板が適切に設置され、現場周辺の環境も整備されており、

作業員および利用者の安全管理も概ね適正であると認められた。 

今後も適切な施設の維持管理により長寿命化を図るとともに、市民が安心・安全に利

用することができるよう努めていただきたい。 

 


